
◆通勤手当と所得税
給与所得者に支給する通勤手当については、非課税限

度額が設定されていて、その金額までの支給であれば、
支給された通勤手当には所得税がかからない仕組みに
なっています。
非課税限度額は
●交通機関又は有料道路を利用している人の場合:1

か月最高150,000円
●自動車・自転車などを使用している人に支給する場

合:片道55キロ以上1か月最高31,600円～片道2キロ以
上10キロ未満1か月最高4,200円
●交通機関の通勤用定期券を支給の場合:1か月最高

150,000円
等となっています。なお、通勤距離が片道2キロ未満で
自動車や自転車などを使用している人に支給する通勤手
当は全額課税となります。
規定されている額よりも多く通勤手当を支給した場合、

超過分は給与として課税されます。

◆通勤手当と社会保険料
通勤手当は限度額までは所得税は非課税なのに対して、

社会保険料の算定に利用する標準報酬月額には含めて計
算することになっています。
所得税と社会保険の扱いの差は、所得税は「職場に行

くための手当は結果的に手元に残らないから非課税」と
いう考え方で、社会保険料は「労働の対価として定期的
に受けた労働者の生計に充てられる手当なので計算に入
れる」という考え方の違いのようです。

◆通勤手当とインボイス
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の

保存が仕入税額控除の対象となります。ただ、社員に支
給する通勤手当については、社員が適格請求書発行事業
者ではないため、適格請求書の交付を受けることができ
ません。そのため通勤者につき通常必要と認められる部
分については、特例で記帳のみの保存で仕入税額控除が
認められています。
また、この「通常必要と認められる部分」については、

所得税の非課税限度額を超えているかどうかは問わない
ため、所得税の非課税限度額との条件を混同しないよう
に注意しましょう。
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いつもお世話になっております。

街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節になりました。
秋から冬へ、季節の流れは早いものですね。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



2023年12月の税務

12月11日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例
を受けている者の住民税の特別徴収税額（当年6月～11月
分）の納付
翌年1月4日
●10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係
る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜
消費税・地方消費税＞
●4月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の
3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除
く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告（8月決算法人は
2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住
宅借入金等特別控除申告書の提出（本年最後の給与の支払を
受ける日の前日）
○給与所得の年末調整（本年最後の給与の支払をするとき）
○固定資産税（都市計画税）の第3期分の納付（12月中にお
いて市町村の条例で定める日）

賃上げ実現と取引の適正化

◆価格転嫁が困難な理由
中小企業が取引先に対して、労務費や原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に転嫁できないという問題が

生じています。適切な価格転嫁ができない理由には様々なものがあるでしょうが、一つには中小企業と取引先との関
係性（力関係）に起因していることが挙げられます。
ある中小企業において、その取引先との取引継続が困難になると、自社の経営に大きな影響を及ぼすことになると

考えた場合、取引先からコストの上昇分を価格に反映せず、従前の取引価格に据え置くことを求められたとしても、
今後の取引継続を第一に考えて、これを受け入れざるを得ないということもあります。又は、中小企業自身から今後
の取引継続を求めるため、コスト上昇分の価格転嫁を控え、従前の取引価格を取引先に提案することもあり得ます。
いずれの場合でも、これを放置すれば価格転嫁ができないことによる原資の不足から、中小企業における賃上げの

実現も困難になります。

◆取引適正化についての政府の考え
このように中小企業が、取引先に対して適正な価格転嫁ができない要因を法律的な側面から見た場合には、独占禁

止法（以下「独禁法」）や下請法の問題と捉えることができます。政府は、中小企業が取引先に対して、適切な価格
転嫁を行い、賃上げの原資を確保することができるように、独禁法や下請法の執行を強化しています。
また、政府は「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を策定して、政府全体で転

嫁対策に取り組んでいくことを公表しています。具体的な例として政府は、価格転嫁対策について独禁法と下請法の
執行強化のほか、労働基準監督機関（都道府県労働局及び労働基準監督署）における対応として、最低賃金や賃金・
残業代の不払いが疑われる事業場に対して、上記機関が監督指導を実施して是正を図るとしています。これは、適正
な価格転嫁ができないことの皺寄せが、末端の労働者に及ぶのを防ぐことを目的としていると思われます。なお、こ
れらの施策では、中小企業にも政府の取組みなどを理解しつつ、適正な価格転嫁の実現、ひいては賃上げの実現に向
けた努力が求められます。



生成AIの業務利用について

年末年始休業のお知らせ

恐れ入りますが
令和5年12月２９日（金）～令和6年１月３日（水）は

年末年始の休業とさせていただきます。
令和6年１月４日（水）より通常営業いたします。

よろしくお願いします。

◆生成AIの業務利用
ChatGPTに代表される生成AIは著しい技術進歩を経て、現状でも多岐にわたる業務への活用が可能です。例えば、

会議資料や議事録の作成などの一般的な業務のほか、キャッチコピーやアイデア出し等のクリエイティブ業務等幅広
く活用が可能です。
一方で、生成AIには、企業秘密や個人情報の漏洩、知的財産権の侵害などの懸念も生じることから、業務利用を制

限する企業も存在します。いずれにしても、これらの新技術については、便利さとリスクの双方を理解し、業務に活
用することが求められます。

◆生成AIの業務利用で問題となるのは
生成AIの業務利用で問題が生じ得るのは、その性質上①利用者が生成AIに何らかのデータ（プロンプト）を入力す

る場面と②生成AIが作成した生成物を利用する場面との２つの場面が考えられます。

①利用者がプロンプトを入力する場面
（ア）企業秘密が漏洩するリスク
生成AIの中には、利用者が入力したプロンプトを学習に利用するものがあり、例えば、利用者が何らかの自社の情報
をプロンプトとして入力した場合、生成AIは、そのプロンプトを学習して、他の利用者への回答にすることがあり得
ます。この特徴を通じて、企業秘密が外部に漏洩するリスクが起こり得ます。
（イ）個人情報が漏洩するリスク
個人情報を含むプロンプトを入力すると、（ア）と同じく当該プロンプトが学習に利用され、生成物を通じて、個人
情報が第三者に漏洩するリスクが起こり得ます。

②生成AIの生成物を利用する場面
この場面でのリスクついては、生成AIの生成物に対する著作権リスクが考えられます。著作権法上の著作物は「思

想又は感情を創作的に表現したもの」とされており、生成AIが自動的に生成した生成物については、現状、著作権法
上の権利の対象とはならない（著作物ではない）とされています。したがって、現時点においては、生成AIを業務に
利用するにあたり、生成物が著作権法によって保護されないリスクがあることを前提に利用する必要があります。


